
令和８年度
中小企業向け温室効果ガス排出削減目標（ＳＢＴ）

認定支援事業補助金のご案内

本事業は，事業活動全体に関わる従業員数が250人未満の，市内に本社または
主たる事業所を有する中小企業に対し，中小企業向けSBT認定取得に係る申請費
用や温室効果ガス排出量の算定，削減目標の設定，削減計画の策定などに必要な費
用を補助します。

2. 対象者

3.  補助対象経費と補助率

● 補助対象経費
① 温室効果ガス排出量の算定や削減目標の設定，削減計画の策定のための委託料等
② 中小企業向けＳＢＴ認定取得に係る申請費用

● 補助率

補助対象経費の２分の１，上限額１００万円（ＳＢＴ認定申請後に交付）

１.  中小企業向けＳＢＴ認定取得のメリット

○ ＳＢＴ（Science Based Targets）認定※とは
ＳＢＴとは，パリ協定（世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より
十分低く保ち， １.５℃内に抑える努力をする）が求める水準と整合した， ５年～１５年
先を目標として企業が設定する，温室効果ガス排出削減目標のことです。
※ 認定は，国際的な認証機関である，「SBTi」が行っています。 

４． 募集期間 令和８年４月１日(水)～令和８年９月３０日(水)

宇都宮市

市内に本社または主たる事業所を有する，事業活動全体に係る従業員が250人未満の中小企
業者(※1)，中小企業団体(※2)，青色申告を行っている個人事業主，医療法人，学校法人，社会
福祉法人，一般社団法人(※3)，一般財団法人(※3)，公益社団法人(※3)，公益財団法人
(※3)，協同組合 等

※１ 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条に準じ，本補助金交付要綱別表１に規定する会社及び個人
※２ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第３条第１項第１号から第９号までに規定する団体
※３ 中小企業基本法第２条に規定する主たる業種に記載の従業員規模以下の者

令和８年度
中小企業向け温室効果ガス排出削減目標（ＳＢＴ）

認定支援事業補助金のご案内

① 温室効果ガスを削減し,
ＳＤＧｓに貢献できる

② 投資家や顧客に対して
プラスのアピール

③ 光熱水費・
燃料費の低減

④ 企業価値向上による
人材獲得力の強化

SBT認定を
取得しております！

裏面では「SBT認定取得等の脱炭素経営によって期待されるメリット」について詳しく掲載しております。



時期等 市 書類等 申請者

4月1日

公募開始

9月30日

受付終了

実績報告書
提出期限
※事業完了後
2か月以内，
又は令和9年3
月31日のいず
れか早い日

 

５．補助対象事業の要件

要 件

⑴ 温室効果ガス排出量の現状把握は，ＧＨＧプロトコルに基づくものであること
⑵ 中小企業向けＳＢＴの認定基準に相当する中長期の温室効果ガス削減目標の設定，
削減目標達成に向けた中長期的な方向性及び削減計画の策定を行うこと

⑶ 補助対象事業の完了後，中小企業向けＳＢＴ認定を取得すること

※ 詳細は宇都宮市のホームページをご覧ください。応募方法や申請様式を掲載しています。

7．補助金申請の流れ

事業完了
（中小企業向けＳＢＴ認定
申請・委託費用支払完了）

実績報告書
補助金請求書

受付

補助金額の確定
補助金支払い 補助金受領

現地調査対応現地調査

申請書提出申請書受付

審査・採択 交付決定通知書

実績報告書
補助金請求書提出

※様式第6,7,9号
及び添付書類

実績報告書

額の確定通知書

補助金請求書

※様式第1～3号及び添付書類

※様式第4号

※様式第8号

※必要に応じ実施

事業着手
（契約締結・計画策定等の開始）

交付申請書

6．SBT認定取得等の脱炭素経営によって期待されるメリット※
※ 環境省「中小規模事業者のための脱炭素経営ハンドブック－温室効果ガス削減目標を達成するためにVer .1.1」より抜粋

【問い合わせ先】

宇都宮市 環境部 環境創造課

〒320-8540

宇都宮市旭1-1-5 市役所本庁舎12階

TEL：028-632-2403

こちらの
QRコードから，

HPをご覧いただけます。

■「優位性の構築（自社の競争力を強化し，売り上げ・受注を拡大）」
・ グローバルに事業を展開する企業は脱炭素化に向けた社会の流れに敏感で，自社の排出量削減を進めるだけで
なく，サプライヤーに対しても排出量削減を求める傾向が強まりつつあることから，脱炭素経営の実践は，
こういった企業に対する訴求力の向上につながる。

ex.）SBT目標を策定している企業においては，自らの事業活動に伴う排出（Scope1/2）だけではなく，
原材料・部品調達や製品の使用段階も含めた排出量（Scope3）の削減が求められているため，
Scope3 に該当するサプライヤーの削減努力がグローバル企業から評価される仕組みになっている。

■「新たな機会の創出に向けた資金調達における優位性獲得
・ 融資先の選定基準に地球温暖化対策への取組状況を加味し，脱炭素経営を進める企業への融資条件を
優遇する取組も行われていることから，脱炭素経営は，資金調達において有利に働く状況である。

「脱炭素経営」を，事業基盤の強化や新たな事業機会の創出，
企業の持続可能性強化のためのツールとして認識・活用していくことが重要
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